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R元実績 R2.7以降の推計

合板用

新型コロナウイルス感染症による影響への対応

○新型コロナウイルス感染症による景気減退に伴い、県内の林業や⽊材産業において
も、⽊材流通の停滞や価格の下落などの影響が⽣じている。

○特に、住宅需要の減少等により「合板用材」の需要が⼤きく減少している⼀⽅で、
R２に県内に新たに２つの⽊質バイオマス発電施設が稼働したこともあり、現在

「燃料用チップ用材」については安定した需要がある状況。
○そこで、ｺﾛﾅ禍における県内林業事業体の事業継続及び雇用維持を図る観点から

「燃料用ﾁｯﾌﾟ用材」へ⽣産をｼﾌﾄするための⽀援として「松くい⾍枯損⽊利活⽤事
業」の拡充（基本方針概算事業費を1.1億円から1.3億円に増額）を図りたい。

○なお、今年度は緊急的な措置として国の「新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣
臨時交付⾦」を活用できたことから、9月補正で予算化し、約1.5億円の事業実施
を予定している。

１資料3-3

県内合板用材の⽣産⾒込

合板用

(単位:千㎥)

合板用減少分を燃料用ﾁｯﾌﾟで補填

松くい虫枯損⽊

合板工場

⽊質バイオ
マス発電所

合板用材の⽣産・輸送がストップ

チップ用材の⽣産・輸送

人材もチップ
用へシフト

「燃料用チップ用材」へのシフトのイメージ図

（合板︓住宅等の⾯材に使用）

合板用材に適した
カラマツ、スギ林
等

◎住宅需要減等による合板用材
の⼀部受入制限

チップ用材に
適した森林 ◎コロナ禍においても発電用

チップの需要は安定的にある



新型コロナウイルス感染症による影響への対応

○本事業は、これまで枯損⽊利活用の知⾒を得るため、複数の市町村が取組むﾓﾃﾞﾙ的
取組を⽀援し、⼀定の成果が得られたところ。(前回県⺠会議7/21説明︓3P参照)

○来年度以降は新型ｺﾛﾅ対策として、事業を拡充して取組をより⼀層推進する必要が
あることから、ﾓﾃﾞﾙ的取組から本格実施に移⾏することを明確にするため、目標値
を「松くい⾍被害全市町村で実施」から「森林病害⾍枯損⽊処理量」に変更。

○また、カシノナガキクイムシ被害が⽊曽地域を中心に再拡⼤していることを踏ま
え、事業の対象にカシノナガキクイムシ被害による枯損⽊を追加。

目標値 〜R元実績 R3〜⾒込
現
在

松くい虫被害全市町村
(51市町村)で実施 11市町村

変
更

森林病害虫枯損⽊処理量
概ね7,000㎥/2年間 7,000㎥

2

モデル的取組で得られた主な課題

・効率化を図るためには、⽣産規模(枯損⽊の供給)拡⼤が必要。
・県内施設への供給により、運搬コストを低減することが必要。

目標値の実績と今後の⾒込

凡例
︓⽊質バイオマス発電施設
︓松くい虫被害市町村

（森林病害虫等防除法に基づく）

R2新規稼働

・松くい虫枯損⽊は、県内に約
170ha程度存在。（枯損⽊の
占有⾯積として算出）

・特に松本地域から⻑野市以
南、上田地域に偏在。

写真︓上空から⾒た松くい虫被害地
（⽩く⾒えるのが枯損⽊）

カシノナガキクイムシの被害状況

・県内の被害は、H22をピークに減少傾向。
・しかし、⽊曽地域を中心に近年再拡⼤の状況。

写真︓線路沿いの被害⽊（⾚い⾒える樹⽊） 写真︓カシノナガキクイムシの成虫



松くい虫枯損木利活用事業の今後の取組について 

森林づくり推進課 

１ 松くい虫枯損木利活用事業におけるこれまでの成果と課題 

本県の松くい虫被害は全国最多となっており、被害拡大防止に加え、松くい虫枯損木の速やか

な処理が課題であった。そのため、松くい虫枯損木が燃料資源として優れているという特性を活

かし、資源活用に取り組む市町村を標記事業で支援しており、これまでの２年間で 12 地域（７

市町村）で事業を実施した。 

  事業実施で明らかとなった課題と対応策は以下のとおり。 

課題 対応策 

①事業主体を市町村のみとしていたため、取組市町村

が限定的。（目標 51 市町村、R元末現在 7市町村） 

→Ｒ２より、事業主体に林業事業体

を追加。 

②上限事業費を設けているため、松本地域など松くい

虫枯損木が集中している地域などでは、生産規模拡

大による効率化が図れない。（上限事業費：2,000 千

円） 

→Ｒ２より、上限事業費を廃止。 

③搬出用の作業路を新たに開設すると、費用が大きく

なることから、枯損木処理が進まない。 

→同上。 

④県内の木質バイオマス需要は限定的なため、近隣県

等遠方の施設まで運搬する必要があり、運搬コスト

が割高となってしまう。 

・Ｒ２中に、県内に２つの木質バイ

オマス施設が稼働を予定。 

→運搬コストの低減が可能になる。 

⑤丸太での移動となることから、松くい虫被害のまん

延防止に配慮し、アカマツ林施業指針に基づく施業

を実施したため伐採、移動可能期間が制約された。 

→アカマツ林施業指針の一部改正を行

い、条件付きではあるが年間を通し

た伐採、移動が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 今後の対応 

・新型コロナウイルス感染症の影響による木材需要の変化等に伴い、県内林業事業体の事業の継

続を図るためには、需要が見込まれる県内施設へ効率的にバイオマス材を供給する取組への支

援が重要となっている。 

・そのため、地域のニーズを踏まえ、本事業の更なる活用も含め、今後の方向性について検討を

進める。 

参考︓第 1 回県⺠会議(7/21)資料 

〇里山の松くい虫被害状況 

（安曇野市豊科） 

 

〇高性能林業機械による効

率的で安全な伐採作業 

 

〇大型トラック輸送により

運搬コストの低減を図る 


